
 

 

 
 

 

 

 

平成 30 年１月 22 日 

各  位 

 

 

 

 

 

 

 

株主による臨時株主総会の招集請求に関する対応についてのお知らせ 

 

 

平成 30 年１月 15 日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」で公表して

おります通り、当社は、当社株主である株式会社ＳＳＢＦコンサルティングサービス及びＪＣ

テクノロジー株式会社より、平成 30 年１月 15 日付で臨時株主総会の招集請求（以下「本件招

集請求」といいます。）に関する書面を受領いたしました。 

本件招集請求を受けてからその対応について検討した結果、会社法上、株主が株主総会の招

集請求をする場合、招集請求が行われたときから遡って６ヶ月の間、総株主の議決権の 100 分

の３以上の議決権を保有する株主であることが必要であるところ、本件招集請求を行った株式

会社ＳＳＢＦコンサルティングサービス及びＪＣテクノロジー株式会社は、両者の保有する議

決権数を合計しても、過去６ヶ月の間、当社の総株主の議決権の 100 分の３以上の議決権を保

有する株主でないことを確認いたしましたので、本件招集請求は会社法の要件を満たさないも

のと判断いたしました。つきましては、本件招集請求に対する臨時株主総会は招集いたしませ

んので、お知らせいたします。 

以 上 

 

会 社 名 株式会社ＪＰホールディングス 

代表者名 代表取締役社長 荻 田 和 宏 

（コード番号：2749 東証第一部） 

問合せ先 管理部長 松 宮 美 佳 

（TEL 052－933－5419） 


